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本日お話をすること

1.コミュニティ・スクールとは

2.県内市町村の動向

3.先進校の状況

4.美里町での導入にあたって



コミュニティ・スクール

＝学校運営協議会を設置した学校

• 地域とともにある学校
• 地域と学校が目標やビジョンを共有
し、社会総掛かりで子供達を育む

• 様々な教育的な課題に立ち向かう。



地域とともにある学校への転換 文科省資料より



学校運営協議会の３つの権限

1.校長が作成する学校運営の基本
方針の承認（必須）

2.学校運営に対して校長や教育委
員会へ意見（任意）

3.教職員の任用に関する意見（任
意）



３つのメリット

1.目標ビジョンの共有

2.当事者意識役割分担

3.持続可能性



地域・家庭の教育力向上

↓

地域活性化

３つの効果

地域・家庭の学校支援推進

↓
教育の質の向上

学校・家庭・地域の

相互理解



学校運営協議会と学校評議員制度の比較

学校運営協議会 学校評議員制度

対話・情報交換機能 ・合議体としての会議参加
が原則
・多様なメンバーでの情報
交換が可能

・合議体ではなく、協議の場
が設定されても会議頻度が低
い。

協議・意見具申機能 ・協議による意見具申が行
える。
・協議会に権限が与えられ
る。

・評議員の個別意見。
校長の求めに応じて意見を述
べるなど権限が弱い。

対面・情報交換機能 ・基本方針の承認など、権
限に一定の強さがある。

・承認機能はなく、参画意識
が弱くなる。

透明化機能 ・学校運営協議会だよりな
どで、外部関係者に情報提
供を行い、ＨＰでＣＳの周
知を図る例もある。

・校長のメンバー間の意見交
換を原則とするため、必ずし
も透明化機能が期待できるわ
けではない。



学校運営協議会と学校支援地域本部の比較

学校運営協議会 学校支援地域本部

目的 学校運営協議会を通じて、保護者
や地域住民等が一定の権限と責任
を持って学校運営に参画する。
ニーズを学校運営に反映させ、学
校・家庭・地域社会が一体となっ
てより良い教育の実現に取り組む

学校活動支援を通じて、学校・
家庭・地域が一体となって地域
ぐるみで子どもを育てる体制を
整えること

役割 ①校長が作成する学校運営の基
本方針の承認（必須）

②学校運営に対して校長や教育
委員会へ意見（任意）

③教職員の任用に関する意見
（任意）

・学校支援地域本部においてど
のような支援を行っていくかと
いった方針などについて、企
画・立案を行う。
・地域住民の学校支援ボラン
ティアなどへの参加をコーディ
ネートし、学校支援活動を実施
する。

根拠法 地方教育行政の組織及び運営に関
する法律

学校教育法施行規則４８条



学校が直面する課題の解決

学校運営協議会
学校課題について熟議

・緊急性や重要性からみた課題の整理
・課題解決方法の決定

学校応援団 地域団体 専門家等
自治会 ＰＴＡ 民生児童委員
ボランティア 子供会 老人会
婦人会 企業 ＮＰＯ

委員

支援
依頼

学校課題・・・具体的に設定
↓

学 校・・・学校が行う事
子 ど も・・・子どもが行う事
家 庭・・・家庭が行う事
地 域・・・地域が行う事

実践 評価 改善策
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進めるに当たって３つのポイント

1.委員の人選

2.課題をオープンに

3.教育委員会の学校への関わり

個人情報の取扱に注意



委員の身分

• 特別職の地方公務員に位置づけ
地方公務員法第３条

「二 法令又は条例、地方公共団体の規

則若しくは地方公共団体の期間の

定める規程により設けた委員及び

委員会（審議会その他これに準ず

るものを含む。）の構成員の職で

臨時又は非常勤のもの



学校運営協議会規則の例

• （守秘義務等）委員は、職務上知り
えた秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

任命時や委員交代時等、機会あるご

とに説明



平成２９年

法改正

国の動き

平成２７年１２月
平成２８年 １月

中教審答申
文科省プラン

平成１６年

制度開始



法改正のポイント

• 教育委員会に対する学校運営協議会設置
の努力義務

• 学校運営協議会の役割として学校運営に
加えて、学校支援の企画・立案を行える
仕組み 地域コーディネーターの委員と
しての参画を促進

• ２以上の学校について１つの学校運営協
議会を置くことができる。（文部科学省
省令で定める場合）



埼玉県教育委員会の方針

• 平成２８年度より
「コミュニティ・スクール設置の推進」

• 埼玉県５か年計画の指標（Ｈ２９～３３）
平成２８年４月１日・・・・・ ９校

→平成３３年４月１日３００校（約３割）



県内コミュニティ・スクール指定状況

• 全 国（平成２８年４月現在）

４７都道府県内 ２，８０６校

（Ｈ２４～２８）

５年間で１割 ３，０００校を目標

• 埼玉県（平成２８年４月現在）
４市 ９校

（川口市、新座市、深谷市、久喜市）

• ２９年４月１日 １０市 １０５校



県内市町村の状況

• 学校運営協議会の会議の開催回数
Ａ市：年間３～４回

Ｂ市：年間３回の会議の他、

定期的に小中合同会議を開催

Ｃ市：年間１０回程度



県内市町村の状況

• 学校運営協議会委員の謝金
年間１万円：３市
年間９千円：１市
年間７千円：１市
年間６千円：２市
年間５千円：１市



県内市町村の状況
• 委員の人数：１０～１５人程度
• 委員の構成
学校応援コーディネーター、ＰＴＡ会長、警察

自治会長、ボラティア代表、少年補導員、

幼稚園・保育園、民生・児童委員、安協会長

婦人会会長、社会福祉協議会長、公民館長

人権擁護委員、おやじの会会長、体協会長、

首長部局・教育委員会職員、校長・教頭 等



美里町での導入にあたって



導入にあたってのスケジュール①

• 「周到な準備をし、導入をめざす」
埼玉県５か年計画の指標

（Ｈ２９～Ｈ３３）

→平成３３年４月に間に合うように

• 委員の選出方法等の慎重な検討
→委員の取り合い 等



導入にあたってのスケジュール②
1. 管理規則改正及び学校運営協議会規則の策定

2. 校長会での説明（平成30年10月程度）

3. 学校運営協議会委員の人選
（ 平成３１年１月 学校から教委へ素案提出
→平成３１年２月 教委での検討
→平成３１年３月 学校の内諾
→平成３１年４月 教委より任命 ※第１回会議で）

4. 会議の回数や謝金
謝金は、学校評議委員が ５０００円で同程度か？
学校評議委員会３回＋１回（学校運営方針承認・熟議）

5. モデル校の指定

6. 教職員や地域の方に周知（熟議の理解）


